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総合調整会議（２０１７．７．２１） 

○日 時 ： 平成２９年７月２１日（金） 午前８時５０分～午前９時５５分 

○場 所 ： 栗東市役所３階談話室 

○出席者 ： 市長、副市長、部長等 

 

＜会議内容＞ 

１．市長の指示事項 

 市長からの指示 

・今月で退職する職員が２名おられ、広報りっとう８月号で新たに募集を行い、１２月あるいは

１月に採用する予定としている。職員の様子を見ながら声をかけること。 

・まちづくり座談会では、改善を求める意見や提案等、多くの声をいただいている。今後、結果

をとりまとめて各部署へ提示する。 

・毎年行っている行事等であっても、事前の打合せは必ず行うこと。 

・農振農用地区域の開発の件については、本市への効果や課題等を関係課でまとめてもらってお

り、報告および相談する際には協力願いたい。 

・以前公園であった目川地先の土地の所有者が、市に土地をもらってほしいと求められている。

関係部署にあっては、市としてどうすべきであるか説明すること。 

 

 

２．審議事項 

【案件名】中長期財政見通しについて 

→ 市民政策部長、市民政策部政策監から説明 

・８月９日の議会説明会で協議予定である平成２９年度中長期財政見通しに関する内容について

審議いただくものである。 

・今後のスケジュールは、７月２６日の臨時総合調整会議で決定いただき、議会に対して８月９

日の議会説明会で説明を、８月１７日の議会説明会で質疑を行った後、９月以降に市ホームペ

ージで公表する予定である。 

・資料に修正等があれば７月２４日までに財政課まで報告願う。 

 

区分：再 議 
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【案件名】（新）集中改革プランにおける平成２８年度決算ベース改革効果額について 

→ 市民政策部長、元気創造政策課長から説明 

・８月９日の議会説明会に提出する予定である（新）集中改革プランにおける平成２８年度決算

ベース改革効果額について審議いただくものである。 

・中長期財政見通しと合わせて、７月２６日の臨時総合調整会議で決定いただき、議会に対して

８月９日の議会説明会で説明する予定である。 

 

区分：再 議 

 

 

３．報告事項 

【案件名】栗東市建設工事等電子入札の導入について 

→ 市民政策部長から説明 

・栗東市が発注する建設工事およびこれに関連する調査、測量、設計等業務委託の一般競争入札、

指名競争入札について、平成２９年１０月１日以降の公告案件より、電子入札システムに移行

して入札執行を行うにあたり、内容を報告するものである。 

・国土交通省が開発したコアシステムを基本とし、インターネットを利用して入札から改札まで

の手続きが電子的に行えるようになる。 

・導入の目的は、公平な入札、透明性・競争性の促進、利便性の向上、業務の効率化・迅速化等

である。 

・電子入札を導入する範囲は、予定価格が１３０万円を超える工事と予定価格が５０万円を超え

る業務委託である。その他の入札は現行通り実施する。 

・１０月１日の導入までに、８月２５日に事業者向けの説明会を開催し、職員には８月下旬頃に

担当者向けの説明会を開催する予定である。 

 

区分：了 解 

 

【案件名】ふるさとりっとう応援寄附の取り組み見直しについて 

→ 市民政策部政策監、元気創造政策課長から説明 

・ふるさと寄附制度のより一層の充実を図るため、平成２９年９月より記念品のさらなる充実を

行うため見直しを行うこと、また、平成２９年４月１日付け総務省通知に基づき、一部記念品

を返礼率変更と市内在住者への記念品送付を取りやめることについて報告を行うものである。 

 

区分：了 解 
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【案件名】重症心身障害者通所施設の整備にかかる公募結果について 

→ 福祉部長から説明 

・湖南圏域の重症心身障害者通所施設整備事業（湖南４市在住の重症心身障がい者対象の生活介

護施設の整備および運営）について、平成２９年４月１０日から７月１４日まで公募した結果、

応募者なしであった。 

・今後、湖南４市および関係機関で整備スケジュール等を調整し、施設の開所に向けて事業者決

定を行い、事務を進めていく。 

 

［市長］ 

・説明会に参加された「びわこ学園」だけであれば、交渉することも考えないといけない。一方、

関係する市の中には、改めて募集すべきとする意見もある。 

［福祉部長］ 

・場所や面積は変更できないので、その条件下で事業が実施できるよう、びわこ学園との随意契

約も含めて協議する。 

 

区分：了 解 

 

【案件名】民間保育所の設置・運営事業者の募集について 

→ 子ども・健康部長から説明 

・待機児童解消に向け、認可保育所新設のため、民間保育所の設置・運営事業者を募集するもの

である。 

・保育対象は０歳から５歳児、施設定員は１０１人から１２０人で、平成３１年４月１日開所と

する。また、募集地域は治田学区周辺を優先的に評価する。 

・今後のスケジュールは、８月１８日に公募要項を公表し、９月２５日まで募集を行う。その後、

書類審査等を経て１１月中旬に事業予定者を公表する予定である。 

 

［市民政策部長］ 

・中長期財政見通しでは、平成３２年度から治田保育園民営化の事業費を見込んでいる。今回の

募集でも治田学区周辺を優先的に評価とあるが、説明できるのか。 

［子ども・健康部長］ 

・今回の募集で治田学区に限定しているのは、住宅開発に伴う児童増に対して、現在の治田保育

園だけでは補えないことから、待機児童を解消するために新たに民間保育所を設置・運営する

事業者を募集するものである。公立の治田保育園は継続して運営する。 
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［市長］ 

・応募はありそうか。 

［子ども・健康部長］ 

・保育園を経営されている事業者が、市の計画を聞きに来庁されたことがある。（１者のみ） 

 

区分：了 解 

 

【案件名】安養寺団地漏水事故の損害賠償額の確定について 

→ 建設部長から説明 

・安養寺団地漏水事故の損害賠償について、和解（示談）が成立したため報告するものである。 

・損害賠償額は２件で１２３，０００円である。 

・今後、７月２４日の議会説明会で報告し、９月定例会において、専決処分事項の報告について

提案する。 

 

区分：了 解 

 

 

４．閉会 

副市長からの挨拶 

・本日の審議事項である「中長期財政見通しについて」および「（新）集中改革プランにおける

平成２８年度決算ベース改革効果額について」は、次の臨時総合調整会議までに各所属で検証

しておくこと。 

・梅雨が明け、全国各地でゲリラ豪雨が多発している。本市でも、雨への対応を十分に図ること。 

 

以上 


